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１ 趣旨  

熊本森林管理署は、職場における生活の向上を図り職員の福利厚生を増進するため、熊

本森林管理署庁舎１階の所定の場所において、引き続き、飲料自動販売機を設置すること

から、有償により国有財産の使用許可を受けて自動販売機の設置から商品の販売、管理ま

で総合的に運営する出店者を公募する。 

 

２ 基本概念 

企画立案に当たっては、主に次の事項について重視するものとする。  

(１)職員のニーズへの対応

職員のニーズに合った商品・価格等  

(２)安定的かつ継続的な自動販売機運営に必要な能力

① 適正な従業員の配置体制

② 適正な衛生管理体制

(３)省エネルギー対策を踏まえた環境への配慮及び公益への貢献 

３ 公募内容 

(１)業務内容  

飲料自動販売機の設置・管理運営  

(２)使用許可物件

① 所在地  熊本県菊池市隈府９０７

② 施設名称 熊本森林管理署 庁舎内１階 自動販売機置場

③ 位置   「10(9)熊本森林管理署自動販売機出店箇所平面図」のとおり 

④ 面積    １.２８㎡(転倒防止装置を含めた外寸の面積、空き容器回収箱設置面

積を含む。)

(３)出店方法  

「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱いの基準について」(昭和 33 年

１月７日付け蔵管第１号大蔵省管財局長通達)に基づき、国有財産使用許可を受け出

店する。

(４)国有財産の使用料の額  

今年度の使用許可期間に係る１平方メートル当たりの国有財産の使用料の年額(消費

税を除く。以下「基準使用料」という。)は、次のとおりとする。

・熊本森林管理署 庁舎内 １階 １０,５８９円 

なお、基準使用料は、毎年度の見直しにより改定する場合がある。 

(５)応募方法及び徴収する国有財産の使用料の額

①  応募者は、「１０(１)応募申請書」にて、申請すること。

②  本公募においては、「行政財産を使用又は収益させる場合の取扱いの基準につ

いて」(昭和 33 年１月７日付け蔵管第１号大蔵省管財局長通達。以下「蔵管第１

号」という。)の規定に基づき、応募者から国有財産の使用料の額の提案(以下「提

案使用料」という。)を求め、その額を選定基準の一つとするため、「１０(３)国有

財産の使用料の額の提案書」に、基準使用料の額以上の提案使用料を記載するも

のとする。

③  本年度に徴収する国有財産の使用料の額は、提案使用料の額に「３(２)④面

積」に該当する面積を乗じた額とする（消費税及び地方消費税に係る課税事業者

あっては、当該金額の 110 分の 100 に相当する金額を加算した額。円未満切捨て。

に以下同じ。)

④  使用料は、熊本森林管理署の指定する期日までに原則として全額前納により納

付する。なお、使用期間が１年に満たない場合は月割又は日割により計算した額

を納付する。

⑤  使用料の他に３(２)の使用許可物件に係る電気料の実費を別途徴収する。なお、



電気料の測定にかかる機器(子メーター)の設置は出店者において負担し設置する。

(６)使用許可期間及び使用許可の更新

使用許可期間は、使用を許可する日から令和１３年３月３１日までとする。ただし、熊

本森林管理署が必要と判断した場合には、１年を超えない範囲内で使用許可を更新するこ

とができるものとし、５年を限度とする。

(７)自動販売機の設置工事

①  出店者は、自らの責任と負担において、必要な工事を行うものとする。

②  出店者は、着工前に、あらかじめ熊本森林管理署と設計及び施工の協議を行い承

認を得るものとする。

なお、熊本森林管理署は、工事終了後、協議内容に適合しているかの確認を行う

ものとする。

(８)使用上の制限等

① 自動販売機出店の運営に当たっては、本要綱に定める事項を遵守することとする。

② 出店者は、３(２)の使用許可物件について、常に善良な管理者の注意をもって維持

保存しなければならない。

③ 出店者は、３(２)の使用許可物件を第三者に転貸し、又は担保に供することはでき

ない。また、３(２)の使用許可物件について、修繕、模様替その他の行為をしよう

とするとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって、熊本

森林管理署の承認を受けなければならない。 

④ 原材料・廃棄物等の搬入・搬出において、駐車場を使用する場合は、以下の場所を

使用するものとする。ただし、庁舎管理者から指示があった場合は、その指示に従

うものとする。 

駐車場    ９時００分～１７時００分 庁舎東側駐車場

(９)管理運営に当たっての条件等

①  自動販売機出店の運営主体は、自動販売機の企画・運営のノウハウを持つ 運営会

社(者)とする。

②  出店者は、管理運営を企画提案に基づき行うものとする。

③  出店者は、故障、販売商品の損傷等について、利用者又は熊本森林管理署から連

絡を受けた場合は、迅速に対応するものとする。

④ 出店者は、管理運営を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

⑤  設置する自動販売機は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」

に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の【判断の基準】を満たし

ているものとする。(10(10)のとおり)

⑥  出店者は、自動販売機から発生する全ての廃棄物を出店者の責任で搬出し、全て

再生利用するものとする。

⑦  出店者は、売上数の増減に伴い販売商品の入替の必要が生じた場合は、あらかじ

め熊本森林管理署と協議すること。

⑧  出店者は、管理運営について変更等を行う場合は、あらかじめ熊本森林管理署と

協議し、承認を得るものとする。

⑨  熊本森林管理署は、必要に応じて管理運営に係る確認等を行うことができる。ま

た、熊本森林管理署は、当該確認等の結果に基づき、管理運営について必要な報告

又は改善を出店者に求めることができる。

(10)使用許可の取消し又は変更

次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は変更することがある。

① 国において使用許可物件を必要とするとき

② 出店者が許可条件に違反したとき

③ 上記「(７)使用上の制限等」に違背したとき

 

(11)使用許可満了時等の措置



使用許可期間が満了したとき、又は上記(８)により使用許可が取り消された場合は、

出店者は指定する期日までに自己の負担で使用許可物件を原状回復して返還することと

する。また、この場合、出店者は熊本森林管理署に対して一切の補償を請求することは

できない。

(12)名義使用の制限 

出店者は、自己の営業上の取引に関して、熊本森林管理署の名義を使用してはならな

い。

(13)損害賠償

出店者は、使用許可物件の使用に当たり、熊本森林管理署又は第三者に損害を与えたと

きは、すべて自己の責任でその損害を賠償するものとする。

(14)自己都合による業務の解除

出店者の都合により本業務を解除しようとする場合は、解除する２ヶ月前までに書面

により申し出ることにより、解除することができる。

(15)その他 

① 出店者の都合による経費は、出店者の負担とする。

②  出店者は、熊本森林管理署の指示に従い、使用許可物件に限らず、建築物、電気

工作物、設備等を、常に良好な状態に保つよう使用することとする。

③  使用許可にあたっては、本要綱に定めるもののほか、国有財産使用許可書に定め

るところによる。

４ 応募者の資格

応募者は、次の要件を全て満たしている者に限る。

(１)熊本森林管理署庁舎内１階に設置する熊本森林管理署飲料自動販売機の基本概念及び

公募内容を理解し、出店に意欲のある者であること。

(２)良質な商品及び優良なサービスを提供できる能力と実績を有すること。

(３)自動販売機の企画・運営のノウハウをもつ運営会社(者)であること。

(４)予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

(５)国税及び地方税を完納していること。

(６)暴力団又は暴力団その他暴力的集団の構成員でないこと。また、法人の場合は、暴力

団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものでないこと。

(７)「10(４)誓約書」を提出した者であること。

(８)公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす恐れの

ある団体に属するものでないこと。

(９)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要

領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

５ 応募手続等

(１)応募書類

① 応募申請書

「10(１)応募申請書」及び「10(２)適合証明書」とする。

② 提出書類

「10(５)提出書類」及び「10(６)企画提案内容」とする。

③ 提出方法及び提出期限

ア 持参の場合    令和８年３月３日（火） 

１０時００分～１２時００分、

１３時３０分～１６時３０分 

イ 郵送の場合    令和８年３月３日（火）必着 



           提案内容の変更等は、上記期間内に限り取り扱う。 

ウ 提出の条件   ・期限内に提出しなかった場合は応募辞退とみなす。 

          ・応募に係る費用は、すべて応募者の負担とする。 

          ・応募書類は、返却しない。 

             ・応募書類は、本応募に係る出店予定者選定の目的以外には使 

用しない。 

① 提出(郵送)場所等

〒８６１－１３３１ 熊本県菊池市隈府９０７ 熊本森林管理署  

総務グループ 担当：事務管理官 部原(電話：０９６８－２５－２１０１)

(２)質疑及び回答

① 提出書類 10(７)質疑書及び質疑書別紙

② 受付日時 令和８年２月２６日(木)～２月２７日(金)の間で、

１０時００分～１２時００分、

１３時３０分～１６時３０分

③ 受付方法 持参の場合 上記(１)の④と同じ場所

E-mail の場合：ky_kumamoto@maff.go.jp 

FAX の場合：０９６８－２５－２１０４

④ 質疑回答 令和８年３月２日(月)を目途とする。

郵送又はＥメールにて応募者全員に回答する。 

６ 出店予定者の決定及び公表

(１)出店予定者の決定方法

熊本森林管理署において、応募者を取りまとめ、使用許可公募選定審査委員会を開催

し、企画内容及び資力、信用等を総合的に審査の上、国有財産の使用許可をする出店者

を決定する。

(２)書類審査の実施

所定期間内に適正に提出された書類について、熊本森林管理において使用許可公募選

定審査委員会を開催し、書類審査を実施する。

なお、応募者から提出された書類に不足、不備等が判明した場合でも、改めて補足、

修正等の必要性を連絡しない。

応募者多数の場合は、書類審査で一定数に選定した上で、ヒアリングの実施又は追加

資料の提出を求める場合がある。

(３)ヒアリング等の実施

ヒアリングを行う場合又は追加資料を求める場合は、改めて熊本森林管理署から該当

者に日程を通知する。

(４)出店予定者の決定時期及び審査結果の通知

出店予定者の決定は、令和３年３月中旬頃を予定している。

審査結果は、全応募者に、決定後速やかに通知する。

審査結果や内容についてのお問い合わせには応じられない。

(５)出店予定者の公表 

     出店予定者の公表は、出店予定者決定後、速やかに予定しており、九州森林管理局ホ

ームページで実施する。 

 

７ 使用許可の手続き

熊本森林管理署と出店予定者との間で国有財産の使用許可手続を行うものとし、その実

施に当たっては別途連絡する。 

８ 出店予定者の決定の取消し



次のいずれかに該当する場合は、出店予定者としての決定を取り消すものとする。

(１)正当な理由なくして、熊本森林管理署の指定する期日までに「国有財産使用許可申請 

書」の提出を行わなかった場合

(２)出店予定者の決定から使用許可の手続きまでの間に、出店予定者について資金事情の

変化等により店舗の設置・運営の履行が確実でないと熊本森林管理署が判断した場合

(３)著しく社会的信用を損なう等により、熊本森林管理署飲料自動販売機の出店者として 

ふさわしくないと熊本森林管理署が判断した場合

(４)出店予定者が応募者の資格を失った場合 

９ その他

出店者は、公募要綱、国有財産使用許可書及び各種法令を遵守するものとする。

また、本公募要綱等に記載のない事項及び細部については、あらかじめ熊本森林管理署 

と協議するものとし、疑義がある場合においては、熊本森林管理署の決定によるものとす

る。



10（１）応募申請書

令和 年 月 日

応 募 申 請 書

「熊本森林管理署庁舎内１階飲料自動販売機出店者公募要綱」に基づき、別
添、企画書提案書類により応募の申請をします。

熊本森林管理署長 殿

(郵便番号)
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印

担当所属・職名
担当者氏名
電話番号
Eメールアドレス

注）印は代表者印を使用してください。



（別紙）

回答

　　　２　補足資料等（A４判）を添付しても差し支えない（割り印不要）。

適　合　証　明　書

10 （２） 適合証明書

注）　１　回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を
　　　　記載すること。

６　本公募要綱の「４応募者の資格」に示す、暴力団等に関係しない者、また、公共の
安全及び福祉を脅かす恐れのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす恐れのあ
る団体に属する者ではないこと。

７　過去３年間に社会的失墜行為がない者であること。

８　業務に当たり、免許、許可等を要する場合、適切に対応している者であること。

９　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100号）
に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成29年２月）の22-12自
動販売機設置の【判断基準】を満たしている者であること（「10（11）」参照）。
　ただし、【判断基準】の①を満たさない場合は、補足資料により理由を記載することが
できる。

10　業務に当たり、転倒防止対策などによる安全の確保、衛生管理対策などによる安
心の確保に適切に対応している者であること。

１　本公募要綱の「２基本理念」を十分に理解し、本公募内容について履行可能である
とともに、業務の遂行に意欲のある者であること。

２　優良な販売商品及び良質なサービスを提供できる能力を有する者であること。

３　本公募の公示日において、本公募と同様の業務内容について、３年以上の実績を
有し現に存する自販機の販売管理を適正に行っている者であること。

４　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。

５　国税及び地方税を完納している者であること。

証　　明　　内　　容



10（３）国有財産の使用料の額の提案書

令和 年 月 日

国有財産の使用料の額の提案書

熊本森林管理署長 殿

「熊本森林管理署庁舎１階飲料自動販売機出店者公募要綱」により、下記のと
おり提案します。

(郵便番号)
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印

記

設置場所 申請機種及び商品 基準使用料 提案使用料

庁舎１階 １０，５８９円 円

注）１ 印は、代表者印を使用すること。
２ 提案する機種のみ記載すること。
３ 上記各使用料は、消費税を除く。



　当社は、

(１)
　　　　
　　　　

　　　
　　　　
(２)

　　　　
(３)

　　　
(４)

　　　　
(５)

　　　暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが

(１)

　　　　運動標ぼうゴロ

(２)

　　　　
　　おそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者

　　おそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者

住所又は所在地
氏 名又は名 称 印

注）　１冒頭の下線部は、法人又は個人の別により、記載すること。
　　　２その他の下線部は、説明のため記載したものであり、削除すること。
　　  ３印は代表者印を使用すること。

10 （４）誓約書

※１　社会運動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不当行為等を行う

※２　政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不当行為等を行う

　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直
接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして
いるとき。

　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
２　　公序良俗に反する使用等

 　指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に

   すること。
３　　警察への通報等

記

　（１）による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内
容を記載した書面により、農林水産省に報告すること。

　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である
場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その
他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団　（「暴力団員による不当
な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団を
いう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同
じ。）であるとき。

　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

誓 約 書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　私は、下記１に該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

　また、使用許可を受けた国有財産の使用に当たっては、下記２に掲げる使用等を行わないと
ともに、暴力団員等による不当介入を受けた場合には、下記３の措置を行うことを誓約します。

　なお、当方が下記１に該当しないことを確認するため、当方の個人情報について、国が警察
当局へ情報提供することに同意します。

　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって
も、異議は一切申し立てません。

１　　契約の相手方として不適当な者

　　熊本森林管理署長　殿

 　供されることを知りながら、貸付物件（使用許可物件）を第三者に転貸し又は賃借権を譲渡

　貸付物件（使用許可物件）を使用するに当たって、暴力団又は暴力団員、社会運動標

ぼうゴロ（※１）、政治活動標ぼうゴロ（※２）、その他暴力団関係者から、不当要求又は
業務妨害を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに警察に通報し、
捜査上必要な協力を行うこと。



10（５）提出書類

書 類 内 容 提出部数

・10(１)応募申請書のとおり
応募申請書 ・（別紙）として、10(２)適合証明書を２ヵ所の割印 １部

印をする。

国有財産の使
用料の額の提 ・10(３)国有財産の使用料の額の提案書のとおり １部
案書

誓約書 ・10(４)誓約書のとおり １部

・10(６)企画提案内容については、様式、形式、サイ
企画提案書 ズは任意とし、Ａ４サイズに取りまとめること。

・提案予定機種のパンフレット等を提出すること。 ７部

・企業の概要がわかる資料（パンフレット等）
・創立（創業）年月日
・資本金（出資総額）及び借入金（単位：千円）
・事業内容（事業種目、取扱品目、サービス及び

企業概要 年間取扱高、損害賠償の加入状況、事業所所在 ７部
地、従業員数（正社員、非社員別）主な取引等）

・今回の提案に類似又は関連する実績
・環境問題への対応、貴社(者)のCSR活動等

・その他、応募者のＰＲとなるもの ・

いずれも原本
○法人の場合

現に効力を有する部分のみ
商号登記簿 ○個人の場合
謄本 商号を用いる場合は、商号登記簿謄本

商号を用いない場合は、本籍地の市区町村長が発
行する「身分証明書」及び指定法務局の登記官が
発行する「登記事項証明書」

印鑑証明書等 ・印鑑証明書又は印鑑登録証明書 １部

定 款 ・最新のもの（定款に代わるものの写しでも可）

社会的信用 ・過去３年間の社会的信用失墜行為がある場合の具体
失墜行為 的内容のわかるもの（有の場合はその行為の内容及

び対応状況）

・直近１年分の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処
決算書 分計算書

（個人の場合は、決算書等財産状態が確認できるもの
の写し(直近３年分)）

納税証明書 ・最近１年分の法人税又は所得税の納税証明書、事業
税の納税証明書

免許・許可書 ・提案する企画の内容により、その企画を実施するた
等 めに免許又は許可等が必要とされている場合、その

免許又は許可書等の写し

注）各種証明書等については、発行日から３か月以内のものとします。
証明書、免許書等以外の提出書類は、できる限りＡ４版とします。



10（６）企画提案内容一覧

主な企画計画 主 な 記 載 内 容

１．商品の構成・価格 新店舗で販売を予定している主な商品の種類及び予定
価格の内容がわかるもの。

２．商品の供給体制 商品の供給体制がわかるもの。

３．空容器回収（周辺 自動販売機で発生する空き容器の回収・処理するため
清掃）等方法 の方法等についてわかるもの。

４．安全・食品衛生 利用者及び従業員の安全管理、食品衛生管理につい
て、事故防止の体制及び事故への対応策がわかるもの。

５．自動販売機の機種 省エネタイプ、１か月あたりの消費電力、省エネルギ
及び特徴 ー・環境対策に係る提案、メンテナンス、アフターサー

ビス

６．苦情等の対応 利用者からの苦情・要望等へ対応する体制等がわかる
もの。

７．耐震対策 自動販売機の耐震対策がわかるもの



10（７）質疑書

令和 年 月 日

質 疑 書

「熊本森林管理署庁舎内１階飲料自動販売機出店者公募要綱」に基づき、質疑
書を別紙のとおり提出します。

熊本森林管理署長 殿

(郵便番号)
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印

担当所属・職名
担当者氏名
電話番号
Eメールアドレス

注）印は代表者印を使用してください。



10（７）質疑書別紙

質 疑 事 項 質 疑 内 容



10（８）熊本森林管理署庁舎案内図



10 （ ９ ） 自 動 販 売 機 出 店 箇 所 平 面 図



－2��－

㸰㸰－㸯㸯 自動㈍኎機設置 
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ձ⨁・ボトル㣧ᩱ自動㈍኎機にࡣ࡚ࡗ࠶、次の要௳を‶たすことࠋ 

ア㸬エネルギー消㈝効率が1���N:K以下で࠶ることࠋ 

イ㸬エネルギー消㈝効率㐩ᡂ率が12�㸣以上で࠶ることࠋ 
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㸯に♧ࢀࡉた༊分ごとの⟬定式を用い࡚⟬ฟࡋた基準エネルギー消

㈝効率を上回ࡽないことࠋ 

ճ自動㈍኎機ᮏయの冷፹及び断熱材ⓎἻ๣にフࣟン類が使用࡚ࢀࡉい

ないことࠋ 
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の内ᐜが࢘エブࢧイト等によりබ⾲ࢀࡉ、ᐜ᫆に確認できることࠋ 

յ自動㈍኎機の照明にࡣ/('が使用࡚ࢀࡉいることࠋ 

ն自動㈍኎機ᮏయに使用࡚ࢀࡉいる≉定の化Ꮫ≀質がྵ᭷率基準値を

㉸࠼ないことࠋまた、当該化Ꮫ≀質のྵ᭷᝟ሗが࢘エブࢧイト等で

ᐜ᫆に確認できることࠋ 

շᒇ内に設置ࢀࡉる場合にࡣ࡚ࡗ࠶、ኪ間࿘囲に照明機器がなࡃ、ၟ

ရの㑅ᢥ・㉎ධに支障をきたす場合を除き、照明が常時消灯࡚ࢀࡉ

いることࠋ 

ո㣧ᩱᐜ器の回収⟽を設置するととࡶに、ᐜ器の分ู回収及びࣜࢧイ

クルを実施することࠋ 

չ使用῭自動㈍኎機の回収ࣜࢧイクルࢩス࣒ࢸが࠶り、ࣜࢧイクルࡉ

 ࠋること࠶が࣒ࢸスࢩるࢀࡉ適正ฎ理ࡣい࡚ࡘない部分にࢀ

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

ձ自動㈍኎機ᮏయの年間消㈝電力量及びエネルギー消㈝効率基準㐩ᡂ

率୪びに冷፹（✀類、ᆅ⌫温ᬮ化ಀᩘ及びᑒධ量）が自動㈍኎機ᮏ

యのぢࡸすい⟠所に⾲♧ࢀࡉるととࡶに、࢘エブࢧイトにおい࡚බ

 ࠋいること࡚ࢀࡉ⾲

ղᒇ外に設置ࢀࡉる場合にࡣ࡚ࡗ࠶、自動㈍኎機ᮏయに日光が┤᥋当

たࡽないよう㓄៖࡚ࢀࡉいることࠋ 

ճ࢝ップ式㣧ᩱ自動㈍኎機にࡣ࡚ࡗ࠶、࣐イ࢝ップに対応ྍ能で࠶る

ことࠋ 

մ┿空断熱材等の熱伝ᑟ率のపい断熱材が使用࡚ࢀࡉいることࠋ 

յ自動㈍኎機の設置・回収、㈍኎ရの⿵඘、ᐜ器の回収等に当た࡚ࡗ

電動㌴等ཪࡣప燃㈝・పබᐖ㌴を使用する、㓄㏦効率のྥ上のたࡵ

のྲྀ⤌を実施する等≀流にకう⎔ቃ㈇Ⲵのప減がᅗ࡚ࢀࡽいるこ

とࠋ 

ն㣧ᩱᐜ器の回収に当た࡚ࡗプラスࢳック〇のごみ⿄を使用する場合

ック〇ごみࢳプラスࠕ㸰㸱㸬ごみ⿄等ࠖにおけるࠕᮏ基ᮏ方㔪、ࡣ

⿄ࠖにಀるุ断の基準を‶たす≀ရが使用࡚ࢀࡉいることࠋ 

շ〇ရのໟ装ཪࡣᲕໟࡣ、ྍ能な限り⡆᫆で࡚ࡗ࠶、෌⏕利用のᐜ᫆

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ

ոໟ装材等の回収及び෌使用ཪࡣ෌⏕利用のたࡵのࢩス࣒ࢸが࠶るこ

とࠋ 
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10(10)環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和７年１月）抜粋
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備⪃）㸯 ᮏ㡯のุ断の基準の対象となるࠕ㣧ᩱ自動㈍኎機設置ࠖࡣ、⨁・ボトル㣧ᩱ自動㈍኎機、

⣬ᐜ器㣧ᩱ自動㈍኎機及び࢝ップ式㣧ᩱ自動㈍኎機を設置する場合をいうࠋたࡋࡔ、次の

い࠿ࢀࡎに該当するࡶのを設置する場合ࡣ、こࢀにྵまࢀないࡶのとするࠋ 

ձၟရを常温ཪࡣ常温に㏆い温度のみでಖᏑする収ᐜスペースをࡶࡘࡶの 

ղྎの上に㍕࡚ࡏ使用する小ᆺの༟上ᆺのࡶの 

ճ㌴୧等≉定の場所で使用することを目的とするࡶの 

մ電Ꮚ冷却（ペル࢙ࢳ冷却等）により、㣧ᩱ（ཎᩱ）を冷却࡚ࡋいるࡶの 

㸰 ᮏ㡯のุ断の基準ࡣ、設置にಀるዎ約等の期間୰ཪࡣዎ約更᪂等の場合で機器のධ᭰࠼

がⓎ⏕ࡋない場合にࡣ適用ࡋないࡶのとするࠋ 

㸱 ࠕエネルギー消㈝効率基準㐩ᡂ率ࠖとࡣ、⾲㸯に♧ࢀࡉた༊分ごとの⟬定式を用い࡚⟬

ฟࡋた当該機器の基準エネルギー消㈝効率をエネルギー消㈝効率で除ࡋたᩘ値をⓒ分率

（小ᩘ点以下を切りᤞ࡚）で⾲ࡋたࡶのとするࠋ 

㸲 ุ断の基準ձ及びղにࡘい࡚ࡣ、⅏ᐖ対応自動㈍኎機、ࣘࢽバーࢧルࢨࢹイン自動㈍኎

機及び♫఍㈉⊩ᆺ自動㈍኎機のうࡕ、当該機能を᭷することにより、消㈝電力量のቑຍす

るࡶのにࡣ適用ࡋないࡶのとするࠋ 

㸳 ࠕフࣟン類ࠖとࡣ、フࣟン類の使用の合理化及び管理の適正化に関するἲᚊ（ᖹᡂ 13 年

ἲᚊ➨ �4 ྕ）➨㸰᮲➨㸯㡯に定ࡵる≀質をいうุࠋ 断の基準ճにおい࡚使用できる冷፹ࡣ、

二㓟化Ⅳ⣲、Ⅳ化水⣲及びࣁイドࣟフル࢜ࣟ࢜レフィン（+)O1234\I）等ࠋ 

㸴 ࠕᆅ⌫温ᬮ化ಀᩘࠖとࡣ、ᆅ⌫の温ᬮ化をࡶたࡽす⛬度の二㓟化Ⅳ⣲にಀる当該⛬度に

対する比で♧ࡋたᩘ値をいうࠋ 

㸵 ุ断の基準նにࡘい࡚ࡣ、ࣜࣘース部ရにࡣ適用ࡋないࡶのとするࠋ 

㸶 ࠕ≉定の化Ꮫ≀質ࠖとࡣ、㖄及びࡑの化合≀、水㖟及びࡑの化合≀、࢝ド࣑࣒࢘及びࡑ

の化合≀、භ౯ク࣒ࣟ化合≀、ポࣜブࣟࣔࣅフ࢙ࢽル୪びにポࣜブࣟࣔジフ࢙ࢽルエーࢸ

ルをいうࠋ 

㸷 ≉定の化Ꮫ≀質のྵ᭷率基準値ࡣ、JIS C ����（電気・電Ꮚ機器の≉定の化Ꮫ≀質のྵ

᭷⾲♧方ἲ）の㝃ᒓ᭩㸿の⾲ $�1（≉定の化Ꮫ≀質、化Ꮫ≀質グྕ、⟬ฟ対象≀質及びྵ᭷

率基準値）に定ࡵる基準値とࡋ、基準値を㉸࠼るྵ᭷がチᐜࢀࡉる㡯目にࡘい࡚ࡣ、上グ

JIS の㝃ᒓ᭩㹀に準ࡎるࡶのとするࠋなお、ࡑの௚௜ᒓရ等のᢅいにࡘい࡚ࡣ JIS C ����

に準ࡎるࡶのとするࠋ 

㸯㸮 ุ断の基準ոにࡘい࡚ࡣ、設置する自動㈍኎機のᩘ及び場所୪びに㣧ᩱの㈍኎量等を

຺᱌ࡋ、回収に支障がないよう適切に設置することࠋ 

㸯㸯 㓄៖஦㡯յのࠕ電動㌴等ཪࡣప燃㈝・పබᐖ㌴ࠖとࡣ、ᮏ基ᮏ方㔪に♧ࡋたࠕ㸯㸱－

㸯 自動㌴ࠖを対象とするࠋ 

㸯㸰 調㐩を⾜うྛ機関ࡣ、次の஦㡯に༑分␃ពすることࠋ 

ア㸬利用ேᩘ、㈍኎量等を༑分຺᱌ࡋ、必要なྎᩘ、適切な኱きࡉの自動㈍኎機を設置す

ることࠋ 

イ㸬設置場所（ᒇ内・ᒇ外、日ྥ・日㝜等）によ࡚ࡗ、エネルギー消㈝等の⎔ቃ㈇Ⲵが␗

なることࡽ࠿、ྍ能な限り⎔ቃ㈇Ⲵのపい場所に設置するよう検ウすることࠋ 

࢘㸬࣐イ࢝ップ対応ᆺ自動㈍኎機の設置に当たࡣ࡚ࡗ、設置場所及び࿘㎶の清掃・⾨⏕面

の確認を⾜い、㉎ධ⪅へのὀពႏ起を実施するととࡶに、⾨⏕面におけるၥ㢟が⏕じ

た場合の㈐௵の所在の明確化をᅗることࠋ 
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⾲㸯 㣧ᩱ自動㈍኎機にಀる基準エネルギー消㈝効率⟬定式 

༊   分 
基準エネルギー 

消㈝効率の⟬定式 
㈍ ኎ す る 

㣧ᩱの✀類 
自 動 ㈍ ኎ 機 の ✀ 類 

⨁・ボトル㣧ᩱ 

コールドᑓ用機ཪࡣホット࢜アコールド機 ( ��2189�4�1 

ホットアンドコールド機（庫内ዟ⾜ᑍἲが 4��PP ᮍ‶

のࡶの） 
( ����89D�414 

ホットアンドコール

ド機（庫内ዟ⾜ᑍἲが

4��PP 以上のࡶの） 

電Ꮚ࣐ネー対応装置のないࡶ

の 
( ��4829D�3�� 

電Ꮚ࣐ネー対応装置の࠶るࡶ

の 
( ��4829D���� 

⣬ ᐜ 器 㣧 ᩱ 

$ タイプ（ࢧンプルを

使用ࡋ、ၟ ရ㈍኎を⾜

うࡶの） 

コールドᑓ用機 ( ���489�3�3 

ホットアンドコールド機（庫内

が 2 室のࡶの） 
( ��3��9E���4 

ホットアンドコールド機（庫内

が 3 室のࡶの） 
( ���3�9E�14�4 

B タイプ（ၟရࡑのࡶ

のをど認ࡋ、ၟ ရ㈍኎

を⾜うࡶの） 

コールドᑓ用機 ( ��4��9���� 

ホットアンドコールド機 ( ��4�19E�12�1 

࢝ップ式㣧ᩱ － 
( 1�2�>7ӌ1���@ 

( ��2�37��8�>7!1���@ 

備⪃） 㸯 ࠕコールドᑓ用機ࠖとࡣ、ၟရを冷ⶶ࡚ࡋ㈍኎するたࡵのࡶのをいうࠋ 

㸰 ࠕホット࢜アコールド機ࠖとࡣ、ၟရを冷ⶶཪࡣ温ⶶど୍࠿ࡽࡕ方に࡚ࡋ㈍኎するたࡵ

のࡶのをいうࠋ 

㸱 ࠕホットアンドコールド機ࠖとࡣ、自動㈍኎機の内部が௙切ቨで௙切ࢀࡽ、ၟရを冷ⶶ

ཪࡣ温ⶶ࡚ࡋ㈍኎するたࡵのࡶのをいうࠋ 

㸲 (�9�9D�9E 及び 7  ࠋのとするࡶ次のᩘ値を⾲す、ࡣ

( 㸸基準エネルギー消㈝効率（༢఩㸸N:K�年） 

9 㸸実庫内ᐜ✚（ၟရを㈓ⶶする庫室の内ᑍἲࡽ࠿⟬ฟࡋたᩘ値をいうࠋ）（༢఩㸸/） 

9D㸸調ᩚ庫内ᐜ✚（温ⶶ室の実庫内ᐜ✚に 4� を஌じ࡚ 11 で除ࡋたᩘ値に冷ⶶ室の実庫

内ᐜ✚をຍ࠼たᩘ値をいうࠋ）（༢఩㸸/） 

9E㸸調ᩚ庫内ᐜ✚（温ⶶ室の実庫内ᐜ✚に 4� を஌じ࡚ 1� で除ࡋたᩘ値に冷ⶶ室の実庫

内ᐜ✚をຍ࠼たᩘ値をいうࠋ）（༢఩㸸/） 

7 㸸調ᩚ熱ᐜ量（湯タンクᐜ量に 8� を஌じたᩘ値、冷水ᵴᐜ量に 1� を஌じたᩘ値及び

㈓ị量に �� を஌じ࡚ ���1� で除ࡋたᩘ値の⥲࿴に 4�1� を஌じたᩘ値）（༢఩㸸NJ） 

㸳 エネルギー消㈝効率の⟬定ἲにࡘい࡚ࠕ、ࡣ自動㈍኎機のエネルギー消㈝ᛶ能のྥ上に

関するエネルギー消㈝機器等〇㐀஦業⪅等のุ断の基準等 （ࠖᖹᡂ 1� 年⤒῭⏘業省࿌♧➨

28� ྕ）のࠕ㸱 エネルギー消㈝効率の 定方ἲ �2�ࠖによるࠋ 
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⾲㸰 㣧ᩱ自動㈍኎機にಀる⎔ቃ㓄៖設ィ㡯目 

目 的 ホ ౯ 㡯 目 ホ ౯ 基 準 

ース（省㈨※化）ࣗࢹࣜ

使用㈨※の削減 〇ရの質量を削減ᢚ制࡚ࡋいることࠋ 

෌⏕材の使用 ෌⏕材の使用をಁ㐍࡚ࡋいることࠋ 

〇ရの㛗ᑑ࿨化 

࢜ーバーホール、ࣜ ࡋーアルへの㓄៖をࣗࢽ

࡚いることࠋ 

〇ရの分ゎ・⤌❧ᛶへの㓄៖・ᨵၿを࡚ࡋい

ることࠋ 

ಟ理・ಖᏲᛶへの㓄៖を࡚ࡋいることࠋ 

消㈝電力量の削減 

〇ရの消㈝電力量のᢚ制がᅗ࡚ࢀࡽいるこ

とࠋ設置᮲௳、設定᮲௳の適正化等の運用支

᥼を⾜࡚ࡗいることࠋ 

ࣜࣘース（෌使用化） 

ࣜࣘース部ရの㑅定 
ࣜࣘース部ရにࡘい࡚設ィẁ㝵ࡽ࠿㑅定ࡋ、

ඹ㏻化・ᶆ準化に㓄៖࡚ࡋいることࠋ 

〇ရでの㓄៖ 
ࣜࣘース対象部ရの分ゎ・⤌❧ᛶに㓄៖࡚ࡋ

いることࠋ 

部ရのࣜࣘース設ィ 
ࣜࣘース対象部ရへの⾲♧、清掃・洗浄、୚

ᑑ࿨ุ定のᐜ᫆ᛶに㓄៖࡚ࡋいることࠋ 

イクル（෌㈨※化）ࢧࣜ

材ᩱ 

ࠋいること࡚ࡋイクルྍ能な材ᩱを㑅ᢥࢧࣜ

プラスࢳックの✀類の⤫୍化及び材ᩱ⾲♧

を⾜࡚ࡗいることࠋ 

࡚ࡗイクルᅔ㞴な部材の使用削減をᅗࢧࣜ

いることࠋ 

分ゎᐜ᫆ᛶ 
஦๓分ู対象部ရの分ゎᐜ᫆ᛶに㓄៖࡚ࡋ

いることࠋ 

�2� 目ᶆの❧࡚方 

当該年度のዎ約ཪࡣ使用チྍにより調㐩する㣧ᩱ自動㈍኎機設置の⥲設置ྎᩘに༨ࡵる

基準を‶たす設置ྎᩘの๭合とするࠋ 
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